
魚沼市上水道（堀之内）漏水調査業務委託

特記仕様書

本業務委託は、本特記仕様書に従い実施するものとする。

1 業務目的

本業務は、埋設された水道管の漏水調査を実施するものである。漏水を早

期発見することにより事故の防止及び、有収率の向上を目的とする。

２ 業務内容

委託番号：委 R4-31

業務名：魚沼市上水道（堀之内）漏水調査業務委託

履行期間：１２０日間

履行地点：魚沼市 堀之内 地域（別添位置図のとおり）

３ 業務項目

３．１ 事前調査

（１）調査実施に先立ち、予め委託者より水道管網図を貸与する。

（２）貸与した水道管網図について調査実施の前に確認するものとする。

３．２ 基本調査

（１）作業計画作成（音聴作業主体） 153km

調査方法、調査ブロック割、作業工程等の綿密な作業計画を作成する。

（２）現場下見調査（音聴作業主体） 153 ㎞

調査区域の水道管網図と現地の管路、弁、栓類の位置確認を行う。また

管種、埋設深度、地形及び調査作業の障害の有無等も同時に確認し、調査

対象となる水道施設全般を把握し、その結果を委託者の監督員に報告す

る。

（３）戸別音聴調査（給水密度 50 戸/㎞未満） 3127 戸

調査区域内の各戸毎の止水栓及び量水器を調査対象とし、音聴棒等を

用いて漏水音（漏水擬似音）を発見する。

（４）弁栓音聴調査 153 ㎞

仕切弁・消火栓等の配水管付属施設を調査対象とし、音聴棒等を用いて

漏水音（漏水擬似音）を発見する。

（５）路面音聴調査 153 ㎞

配水管及び給水管上の路面において漏水探知器等を用いて漏水音（漏

水擬似音）を発見する。



（６）相関調査 6.9 ㎞

国道並びに軌道横断部を対象とし、相関式漏水調査機を用いて異常の

有無を確認する。使用機器は監督員と協議し、承認を得ること。

（７）漏水確認調査（給水密度 50 戸/㎞未満） 153km

戸別音聴調査等による漏水音（漏水擬似音）箇所をボーリングバー、相

関式漏水探知装置を用いて漏水箇所を確定する。漏水箇所特定が難しい

場合には、透過式漏水調査工法（水素と窒素の混合ガス）を用いるものと

する。仕切弁の開閉作業がある場合には担当者の許可を必ず受けること。

（８）報告書作成（音聴作業主体 集計・分析、考察提言含む） 153 ㎞

３．３ 業務時間

業務時間は平日日中を基本とするが、騒音、使用音、交通音が著しく、

調査の妨げとなる場合は委託者の監督員と受託者が協議し、業務時間を変

更することができる。

４ 業務にあたっての留意事項

受託者は、委託業務の処理について、その全部又は大部分を第三者に

委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により

委託者に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。（委託契約条

項を参照）

５ 調査人員

各調査とも調査人員は 2 名 1 班とする。管理技術者及び担当技術者は漏水

調査業務に精通し、実務経験 5 年以上又は日本水道協会の認定する水道管路

施設管理技士２級以上の資格を有する者を従事させること。

６ 打合せ等

業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接

な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容に

ついてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認し

なければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メ

ールで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作

成するものとする。

管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速

やかに監督員と協議するものとする。

７ 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成

し、監督員に提出しなければならない。



業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

（１）業務概要

（２）業務内容（調査項目、方法、方針、使用する主な機器等）

（３）安全計画（保安対策、交通安全対策等）

（４）業務組織

（５）連絡体制（緊急時含む）

８ 関係官公庁への手続き等

受注者は、業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手

続きの際に協力しなければならない。また受注者は、業務等を実施するため、

関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。

９ 地元関係者との交渉等

受注者は、地元関係者への説明、交渉等は、監督員等が行うものとする

が、監督員等から指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとす

る。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなけ

ればならない。

１０ 土地の立ち入り等

受注者は、屋外で行う業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地

に立入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち業務等が円滑に進

捗するように努めなければならない。また、第三者の土地への立入りに当

たっては、身分証明書を常に携帯しなければならない。

１１ 成果物の提出

調査結果について、以下の報告書（音聴作業主体 集計・分析、考察提

言含む）を作成し、提出する。

（１）漏水調査工程写真

（２）漏水箇所報告書（漏水箇所詳細報告）

（３）漏水箇所位置図

（４）調査日報

（５）その他委託者の監督員が必要と認めた書類

１２ 契約変更

委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務等委託契約の変更を行

うものとする。

（１）業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合

（２）履行期間の変更を行う場合



（３）監督員と受注者が協議し、業務等施行上必要があると認められる場合

１３ 成果物の使用等

成果物はすべて委託者の所有とし受注者は委託者の承諾を受けないで他

に公表貸与、使用してはならない。特許権その他第三者の権利の対象とな

っている方法等を使用した場合は、成果物にそのことを明示するものとす

る。

受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計

方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を委託者に求

める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けな

ければならない。

１４ 守秘義務

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならな

い。また、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含

む）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

１５ 個人情報の取り扱い

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処

理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別する番号の

利用等に関する法律等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざ

ん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講

じなければならない。

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を

特定するなど管理体制を定め、業務計画書に記載するものとする。

１６ 安全等の確保

受注者は、屋外で行う設計業務等に際しては、業務等関係者だけでな

く、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければな

らない。また、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働

基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務等実施中の

安全を確保しなければならない。

１７ 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防

止対策をとり、業務計画書に流出防止策を記載するものとする。



１８ 注意事項

（１）調査実施路線で特に車両の混雑するところでは、交通整理を行い、危険

の無いように検査業務を行う。

（２）調査の結果、漏水があると認められた場合、軽微なもので応急措置がで

きるものについては応急措置後、速やかに委託者の監督員に連絡し指示

を受ける。

（３）道路のボ－リングを行う場合は、予め委託者が道路管理者の了解を得て

から実施する。ボーリング調査完了後は路面を補修すること。

（４）ボ－リング調査を実施した場合は、その結果を書面にて報告する。

（５）検査員は、委託者の貸与する「腕章」を必ず着用して作業を行う。

（６）次の場合は、調査を中止する。

① 降雨時及び地下水位が著しく高いと思われる場合

② 砂ぼこり等が舞い上がるくらい風が吹いている場合

③ その他、委託者の監督員が不適当と認めた場合

（７）調査は降雪や積雪等の気象条件を考慮し、実施すること。

１９ そ の 他

（１）本調査で他に損害を与えた場合は、全て受託者の責任において弁済解決

する。

（２）本仕様書に定めの無い事項、又は疑義が生じた事項については、委託者

受託者協議の上定める。
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